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防災行政無線移動系無線機関連機器購入 
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おいらせ町 木ノ下東 地内 

 

おいらせ町 

 

  



 本仕様書は、おいらせ町（以下「発注者」という。）が発注する「防災行政無線移

動系無線機関連機器購入」（以下「本業務」という。）について適用するものとする。 

 

１．件名 

  物品 第１９号 防災行政無線移動系無線機関連機器購入 

 

２．納入期限 

  契約締結の日から令和７年１月３１日まで 

 

３．納入先 

  おいらせ町役場本庁舎（おいらせ町中下田１３５番地２） 

 

４．業務内容 

 (１)目的 

   現在使用している移動系無線機の関連機器が、経年劣化等により破損等が生

じているため、購入を行うもの。 

 

５．購入機器及び数量 

 （１）無線機バッテリー ６個 

    参考品：EK-P5084AA 

 （２）卓上充電器    ４台 

    参考品：EK-P50185AY 

 （３）ヘルカルアンテナ ４個 

    参考品：EK-A10328AZ 

 【現在使用している移動系無線機型式等】 

 会社名 ：株式会社富士通ゼネラル 

 品番  ：CP-210DP（260MHz 帯デジタル移動無線機） 

 定格電圧：7.2V 

 定格出力：2W 

 周波数 ：260MHz 帯 

 

６．同等品条件 

  現在使用している移動系無線機が正常に動作することを前提とし、上記で示し

た物品及び同等あるいは、それ以上の機能（性能）を有するものとし、同等品を

提案する場合は、事前に承認を得るものとする。 

  



７．提出書類 

提出書類 提出時期 

１）業務主任担当者届 定めた後速やかに 

２）業務計画書及び業務工程表 契約締結後１４日以内 

３）着手届 業務着手時 

４）打合簿 業務変更又は確認が必要な都度 

５）完了届 業務完了後速やかに 

６）引渡書 完了検査合格後 

７）請求書 引渡し後 

８）その他監督職員が指示した書類 監督員の指示による 

 

８．代金の支払い 

  完了検査合格後、受注者の請求により一括支払いするものとする。 

 

９．その他 

 （１）納入する物品は、全て新規製品とする。 

 （２）受注者は、納入検査等において、不適格と認められた物品については、直

ちに無償で交換すること。 

 （３）契約額には、現在使用しているバッテリー等の処分費も含むものとする。 

 （４）本仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、委託者と受託者で協

議のうえ決定するものとする。また、業務に関する協議等については、打合

簿により行うものとする。 

 


